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● 選挙の基本原則● 選挙の基本原則

● 選挙権の歴史● 選挙権の歴史

　選挙に関する基本的な原則は、日本国憲法で次のように定められています。

● 投票所での流れ● 投票所での流れ
　投票はとても簡単です。投票所での流れを理解しておきましょう。

　日本で、初めて衆議院議員選挙が実施されたのは明治 23 年（1890 年）です。その後、多く
の人の苦労や努力によって、昭和 20 年（1945 年）に、納税額や性別で選挙権が制限されない
普通選挙が実現されました。平成 27 年には、若い世代の意見をより反映させるため、選挙権が
18 歳に引き下げられました。

国民が政治に参加
できなかった時代
のほうが、ずっと
長かったんだね！
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【人口に占める有権者の割合】

男女平等普通選挙権

男子普通選挙権
直接国税
15 円以上
を納める
25 歳以上
の男子

直接国税
1０円以上
を納める
25 歳以上
の男子

直接国税
３円以上
を納める
25 歳以上
の男子

25 歳以上
の男子

20 歳以上
の男女

18 歳以上
の男女

普 通 選 挙 一定の年齢に達すると、納税の有無や性別に関わらず、全ての国民
に等しく選挙権が与えられます。

平 等 選 挙 全ての国民に平等に、一人一票の選挙権が与えられます。

直 接 選 挙 国民が直接、議員や知事などの代表者を選びます。

秘 密 選 挙 有権者の自由な意思による投票が行われるため、誰がどの候補者・
政党に投票したか、秘密は守られます。

実際に投票するには、市区町村が作成する「選挙人名簿」に登録されていなければなりません。

住所要件とは、その市区町村内に3カ月以上住んでいることを意味するよ！

国の選挙 地方自治体の選挙

日本国民で満１８歳以上の者 日本国民で満１８歳以上の者で、
住所要件を満たすもの
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投票おわり

① 受付で入場整理券（ハガキ）を出します。
② 選挙人名簿との照合を受けます。
③ 投票用紙を受け取ります。
④ 投票用紙記載台で記入します。
⑤ 投票箱に投票用紙を投函します。

　　  入場整理券をなくしてしまったら？
　 ⇒ 入場整理券を紛失したり、届いていない場合でも、
　　  運転免許証やマイナンバーカードなどで本人確認をすれば投票できます。

　　　　　　　　　　実際に投票所に行ってみよう★
選挙権がなくても、有権者の方と一緒に投票所に入ることができるよ。
次の選挙では、実際に投票所に行ってみよう！
他の選挙人の投票を覗かない、大声で騒がないなどのマナーを守ろうね！

ちょっと
休憩！ちょっと
休憩！ 投票用紙のカラクリを探ろう投票用紙のカラクリを探ろう

実は、投票用紙はプラスチック製の特殊な素材でできています。
折り曲げて投票箱に入れても、投票箱の中で自然に開きやすいよ
うになっています。
この特殊な紙を使うことで、開票時に投票用紙を開く手間が減り、
より早くみなさんに選挙の結果を伝えられるようになりました。
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